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平成２９年 第１回定例会 総務委員長報告 

 

平成２９年３月１４日 

  

１１番 共田 武史です。 

 

総務委員会に審査付託された議案につきまして、３月６日、７日の２日間に

わたり委員会を開催し、それぞれ慎重に審査を行いましたので、その経過並び

に結果についてご報告いたします。 

  

 

議案第１８号「平成２９年度 岡谷市一般会計予算」中、総務委員会に審査付

託された部分について、ご報告いたします。 

 

初めに、歳出について各担当の主要事業及び、執行体制の主な点について、

ご報告いたします。 

まず、企画政策部においては、新規事業として、市役所での手続きや、子育

て支援、医療など、暮らしに役立つ情報を掲載した冊子「暮らしの便利帳」を

官民協働により作成し、全戸及び転入者へ配布するほか、市が保有する統計情

報などの公共データを、二次利用可能な形式で公開する「オープンデータ推進

事業」や、情報セキュリティの抜本的な強化を目的とする国の指針に基づき「自

治体情報セキュリティ強化対策事業」を行い、個人情報等の情報資産の保護に

努めていく、とのことであります。 

また、「シルキーチャンネル事業」では、今年度末で満了となるシステム機器

の保守契約を１年間延長し、既存設備にて文字放送、災害情報、議会放送によ

り事業を実施する、とのことであります。 

 さらに、第４次岡谷市総合計画の計画期間が平成３０年度で終了することか

ら、「第５次岡谷市総合計画」の策定に着手するとのことであります。 

地方創生への取組として、「大学等進学資金利子補給金」による 子育て支援

とＵターンの促進や、本市への移住を促進する「岡谷リサーチお試し宿泊事業」

などを実施するほか、「総合戦略推進事業」として、「岡谷市まち・ひと・しご

と創生総合戦略」に基づく施策や事業の効果を検証するための有識者会議を開

催し、必要に応じて総合戦略の改訂を行う、とのことであります。 
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さらに、「公共施設等総合管理計画推進事業」では、「公共施設等総合管理計

画」に基づき、公共施設等の計画的な維持管理、修繕、更新等を定めた個別施

設計画の策定により、公共施設等の適正化と中長期的な財政負担の軽減などを

推進する、とのことでありました。 

なお、組織について、病院整備事業の完了に伴い、病院整備担当を廃止し、

病院事業に関する業務を健康推進課へ移管する、とのことであります。 

 

次に、総務部においては、平成２１年６月に作成した「防災ガイド」を、   

平成３１年度に更新する予定であり、状況の変化に合わせた見直しと、防災資

機材の購入や防災啓発事業の実施に対する補助金を交付するとともに、避難所

表示看板を計画的に整備していく予定である、とのことであります。 

また、地方税の大口困難案件などについて、県と市町村が滞納整理業務の共

同化を行う組織として設置されている、長野県地方税滞納整理機構に職員１名

を派遣する予定である、とのことであります。 

市債元金償還金については、前年度比２億４，２５１万２千円の減となって

いるが、内訳は、平成２８年度に実施した市債の借換え２億１９０万円がなく

なること及び実質的な元金償還金の減少分が４，０６１万２千円となっている、

とのことでありました。 

 

次に、教育部では、岡谷市教育大綱に掲げる、「自立し、共生し、創造性溢れ

る岡谷のひとづくり」を推進し、新たな取り組みとして、学力向上推進事業で

は、学力保障に向け「学力向上アドバイザー」を配置し、教員へのアドバイス

や、資質向上を図るための研修を実施する、とのことであります。 

また、子ども総合相談センターを中心に、長期欠席児童・生徒の対策や就学

支援など、総合的な支援体制を提供し、一人ひとりの教育ニーズに応じた、特

別支援教育を推進するほか、「学校統合支援事業」として、引き続き、通学バス

の運行や、旧岡谷小学校の校舎等建物の解体工事を進める、とのことでありま

す。 

さらに、美術考古館では、特別企画展として、「滋澤雅人（しげさわまさと）

縄文写真展」と「全国美術展入賞作品展」の開催や、国の重要文化財に指定さ

れている旧林家住宅の漆喰（しっくい）壁の改修を行うほか、市営陸上競技場

の公認更新に要する整備工事や、市民水泳プールの競泳用計時全自動装置の更

新を行う、とのことでありました。 

なお、本年１月開催の冬季国体の終了に伴い、冬季国体推進室の廃止と、生
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涯学習課の文化財担当を美術考古館に移す、とのことであります。 

 

次に、各款ごとに付託事項を踏まえ、審査の内容について報告いたします。 

 

初めに、歳出 ２款 総務費 について、 

まず、本会議において「正規職員と非正規職員の給料・賃金の格差を踏まえ、

非正規職員の待遇について、委員会で審査を深めてほしい。」との付託事項につ

いて、市側より、正規職員と非正規職員では任用期間や任用形態、勤務条件が

異なり、正規職員にあっては残業、休日出勤、宿日直などの特殊勤務もある。

また、家庭の事情等により扶養親族を望む方や勤務時間の要望にも十分配慮し

ている。 

非正規職員の待遇については、国からの通知や周辺市町村、民間企業の動向

等を踏まえ検討をしており、時給、報酬単価を３年連続でアップするなど、少

しずつではあるが処遇の改善に積極的に努めている。また、現在国で議論して

いる「働き方改革」の動向についても注視していきたい、との答弁がされまし

た。 

委員より、非正規職員の手当支給の検討について質疑があり、非正規職員の

手当については、以前から国の通知などを踏まえ、時給単価をアップし、処遇

改善に努めてきた。非常勤職員の任用と処遇については、現在、国で新制度を

検討中であるとのことから、今後も国の動向を注視しながら検討していく、と

のことであります。 

また、委員より、来年度から時給単価が１０円上がるとのことであるが、臨

時職員に手当の支給がない中で、大幅な時給単価のアップを実施すべきではな

いか、との質疑があり、近隣市町村や、民間の動向を踏まえて検討すべきであ

ると考えており、少しずつではあるが単価のアップをしている。積極的に検討

しているが、現時点では大幅な賃金アップは難しい、とのことであります。 

さらに委員より、一般職員の半数以上が非正規職員であることヘの認識につ

いて質疑があり、正規職員の人数は、定員適正化計画に基づき、各課とヒアリ

ングを行い、現状や今後の見通しの把握に努めている。 

非正規職員については、昨年度に開始した子ども・子育て新制度に伴う長時

間保育や、学童クラブの対象学年拡大により、短時間勤務の臨時職員が増加し

た状況がある。 

正規職員の削減は、限界にきているという認識ではあるが、今後は、状況を

見ながら事務事業の統廃合を併行して進めていく必要があると考える、とのこ
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とでありました。 

 

続いて、「公共施設等総合管理計画が策定されたが、個別施設計画の策定にあ

たり、市民の意見をどのように計画に反映させていくか、委員会で審査を深め

てほしい。」との本会議からの付託事項について、市側より、昨年５月に策定し

た「公共施設等総合管理計画」に基づき、個別施設計画の策定に向けて議論を

重ねている。 

市として長寿命化をしていくと判断した施設については、施設の今後の方向

性や現状における課題、修繕計画等を示した「個別施設計画（案）」を策定し、

パブリックコメントなどにより、意見等を盛り込んだうえで個別施設計画を策

定する。 

また、統廃合を検討するとした施設については、市民及び各施設の利用者や

利用団体等に説明会等を実施し、意見聴取を行い、議論を重ねたうえで、個別

施設計画を策定していく、との答弁がされました。 

委員より、策定に向けての今後のスケジュールと市民に計画案を示す時期に

ついて質疑があり、管理計画の策定は、施設の廃止や統合が目的ではなく、あ

くまでも、今ある施設の利用の向上と促進を図る為の検討となる。 

施設の統廃合等の議論については、市民や施設利用者と議論を重ね、意見聴

取する中で、どのような方向性が良いのかを見極め、出来るだけ早期に提示し、

市民議論を進めていく取り組みをしたい、とのことであります。 

さらに委員より、安易な統廃合は許されない一方、少子化が進み限られた財

源の中で運営をしなければならない中で、市民と共に「岡谷市らしい施設のあ

り方」を考える必要性についてどう考えるか質疑があり、これまで先人が築い

た大切な資産であるので、単なる削減計画ではなく、いかに将来に向けて必要

なものを残していくか、という観点が欠かせないと考える。当然、長寿命化の

判断がされた建物については、早急に個別施設計画を策定し管理をしていくが、

「岡谷市らしい施設のあり方」の判断については、今後、しっかり検討してい

く必要がある、とのことでありました。 

 

次に、本会議からの付託以外の部分について、 

まず、「番号制度中間サーバー負担金」について、委員より、負担金の内容と

情報漏えいの心配について質疑があり、平成２９年７月から始まる情報連携の

ためのサーバーで、個人番号自体は各市町村等で管理しているが、その符号を

管理する中間サーバーの運用である。 
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番号制度の、情報漏えいの問題については、様々なセキュリティ上の対策を

講じてきている。個人番号は一元管理するのではなく、個人情報自体は各行政

機関等がそれぞれ保有し、必要なときに情報連携を行う分散管理方式を採用し

ている。マイナポータルと呼ばれる自分専用のページがあり、そのページにア

クセスすると、自分の情報が提供された内容が確認できるシステムを取り入れ

ていることから、システム上の安全措置を講じ、個人情報が外部に漏れないシ

ステムになっている。 

また、市のセキュリティの確保については、情報を持ち出せない対策として、

住民情報関係において、静脈認証とパスワード入力の二重制限を設けている。 

マイナンバーはエルジーワン系のネットワークと、通常のインターネットの

回線を分離して、一切情報のやり取りが行なわれないようになる。今まで、岡

谷市のインターネットはＬＣＶを経由して接続していたが、今後は、県がイン

ターネットの一括管理を行い、ネットの接続口を１本化することで、情報漏え

い対策が今まで以上に強固なものになる、とのことでありました。 

 

次に、「防災ガイド作成委託料」について、 

委員より、委託業者の作業内容と、今後のスケジュールについての質疑があ

り、平成２９年度は、委託業者による「地震防災マップ」のデータ作成、平成

３０年度も、業者による「防災ガイド」のデータ作成を行い、平成３１年度に、

印刷及び全戸配付という流れになる、とのことであります。 

委員より、避難所、避難施設の見直しは、かなり重要なテーマであるので、

関係者の声をよく聞き作業を進めてほしい、との意見がありました。 

 

次に、「長野県地方税滞納整理機構負担金」について、 

委員より、負担金が増額している理由についての質疑があり、基本割が５万

円、プラス件数割があり、岡谷市は１０件で昨年と同様であるが、この他徴収

実績割という、滞納整理機構が２年前に徴収した金額の１０％が負担金に加算

される。平成２７年度は大きな徴収額があり、徴収実績割が大きく伸びたこと

により、負担金が増額となった、とのことであります。 

また委員より、強権的な取立て行為に対する懸念と、滞納整理機構に２年間

職員を派遣することの考えについて質疑があり、滞納整理機構は、県と県内の

全市町村からの職員で構成され、各地区において３年ごとに２年間、職員を派

遣することが決まっている。難しい案件についても、強権的ではなくきめ細か

な対応をしている、とのことであります。 
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さらに委員より、岡谷市の案件は自市で丁寧に対応すべきではないかとの 

質疑があり、長野県の全市町村の希望としてこの機構ができた経過がある。派

遣職員は、さまざまな知識を身に付け、それを市の業務に活かしてもらうとい

う大きな目的があるので、ご理解いただきたい、とのことでありました。 

 

次に、９款 消防費 について、 

委員より、「消防団員サポートショップ協力店」の状況と、家族が対象者であ

ることを知らないという声を聞くが、この対応について質疑があり、サポート

ショップの状況について、制度開始から協力店も数店増えており、協力店の周

知は地元の分団に任せている部分があるが、ホームページにも掲載し、広報し

ている。 

また、サポートショップのカードについては団員に渡しているが、あわせて、

団員の家族も利用できることを周知している、とのことであります。 

委員より、消防団活動は、団員の家族への負担も大きいことから、家族が利

用しやすい形を検討してほしい、との意見がありました。 

 

次に、１０款 教育費 について、 

委員より、「学力向上推進事業」の、新たな配置による取り組み及び外部講師

等による教育研修会の実施について質疑があり、学力向上アドバイザーの設置

については、教員経験者２名の配置を考えており、１名は子ども教育相談セン

ターの教育支援主事を主担当のアドバイザーに選任し、教育支援と兼務での配

置を考えている。もう 1 名は、主担当は教育支援主事であるが、学力向上アド

バイザーを兼務する形での配置を考えている。 

アドバイザーが各学校を巡視する中で、子ども達の学力向上や創造的な活動

の推進に向けた教育改善を図るための、指導や相談を受けるといった活動にな

る。 

教員の研修等を行う外部講師については、岡谷市との間に色々な場面で大変

関わりがある、福井大学の松本先生あるいは上智大学の奈須先生に依頼をし、

教員の資質向上に向けて研修を行なっていきたい、とのことでありました。 

 

次に、「活力ある学校づくり推進事業費」について、 

委員より、新年度の新たな取り組みと「魅力ある学校づくり交付金」の利用

方法についての質疑があり、 

新年度は、ものづくり体験学習を６年生まで拡大し、ものづくり体験事業を
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活用していくほか、今年度策定した岡谷スタンダードカリキュラムの体験学習

にも取り組んでいく。 

また、交付金については、平成２８年度からの取り組みであり、総合的な学

習の中で、魅力ある学校づくりの事業計画を作成してもらい、その事業に活用

してもらう負担金である。１学級当たりの単価に学級数を掛けた金額を、各学

校に交付しているが、特徴がある事業については、教育長枠の配分もある、と

のことであります。 

委員より、この事業について教育委員からも、さらに拡充を求める意見が出

されていたことから、今年度の成果によって、さらに効果的に使われることを

期待する、との意見がありました。 

 

次に、「平和体験研修事業負担金」について、 

委員より、平和体験学習の学習内容について質疑があり、市内４中学校の２

年生２０名が広島を訪れ、平和祈念式典への参列や原爆ドームと広島原爆資料

館を見学するほか、被爆者の体験談を聞くなど、生命の尊さや平和への想いを

共有し、平和体験を経験してもらう学習事業である。体験した生徒は、各学校

で平和体験での学習内容や想いを伝える役割も担っている、とのことでありま

す。 

委員より、平和体験学習の趣旨は大変すばらしいものと考える一方で、平和

体験学習ができる生徒は限られている。平和学習の場は広島だけに限らず、も

っと身近にも戦争を経験し苦労した体験者がいるので、この機会に様々な可能

性も含め、誰もが平和体験を学べる場を探してもらいたい、との意見がありま

した。 

 

次に、「放課後子どもの居場所づくり事業」について、 

委員より、現在抱える課題と今後の取り組みについて質疑があり、多くの地

域の方に協力いただいている事業であるが、事業実施から７年目を迎え、スタ

ッフの高齢化が進んでおり、大勢の児童を見守りながらの運営に苦慮している。

運営スタッフを地域の若い方へ順次移行するように、各学校で働きかけを行な

っている。 

また、塾や習い事などにより高学年の参加率が低く、学年の枠を超えた交流

が難しい、といった課題があり、内容を充実させ全学年の参加を促していきた

い、とのことでありました。 
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次に、「図書館やすらぎの森事業」について、 

委員より、具体的な取り組みについて質疑があり、岡谷市民病院の来院者へ

の取り組みとして、ベットサイドまで職員等が行くことは、感染症等の問題な

どにより出来ないが、今後病院側との調整になるが、付き添いの方の図書館利

用や、希望により看護ステーションへの本の配達など、出来る事から取り組ん

でいく。図書館内には、病気別にまとめてある「闘病記コーナー」があり、本

人や家族、周りの人達がどのように病気と闘ったのか、どのような選択をした

のかといった医療情報だけでない情報が書かれた本を刷新し、より利用しやす

く充実させる。 

また、図書館の庭について、図書館利用者はもちろん、外来患者や入院患者、

付き添いの方などの安らぎの場所になる事を願って、マンパワー事業であるが

職員の手により、庭木や通路の整備を行なっていく、とのことであります。 

委員より、図書館入り口付近を、現在力を入れているコーナー等のＰＲの  

場にするなどの工夫をし、来客者へ積極的に働きかけをしていただきたい、  

との意見がありました。 

 

次に、「諏訪地域図書館情報ネットワーク」について、 

委員より、システム入替に伴う変更点について質疑があり、新システムでは、

自治体地方セキュリティの強靭化に伴うセキュリティ強化と、利用者に予約本

が今までより早く手元に届くこと、また、インターネットの利用環境の充実に

よりホームページやスマートフォンからの閲覧や、ネットを使っての貸し出し

期限の延長などが出来るようになる。その他、蔵書検索やネットのマイライブ

ラリ機能など、より使いやすく便利になる、とのことでありました。 

委員より、６市町村が連携してかなりサービスの向上につながる印象を受け

た。今後更なる積極的なアピールと、サービスの向上に努めてほしい、との意

見がありました。 

 

次に、歳入について、各款ごとに市側の説明にあわせ、審査の状況をご報告

いたします。 

まず、「市税」について、 

市側より、平成２９年度の収入見込額を総額６９億４,７００万円とし、この

うち個人住民税３,千万円を留保し、当初予算で６９億１，７００万円を計上し

た。 

個人市民税は、２６億７，０１０万円で、前年度比１億８００万円の増とな
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っている。これは、景気の回復基調を背景とした個人所得の増のほか、納税義

務者数の増などを見込むなかで、現年課税分においては平成２８年度の収入見

込みに対し１.１％の増収を見込んだ、とのことであります。 

次に、法人市民税については、５億７，７３０万円の計上で、前年度比    

１，１６０万円の増となっている。こちらも国による施策効果などから、景気

は回復基調が続いており、本市の基幹産業である製造業において、業績は堅調

に推移していると判断しているが、税制改正の影響などを見込むなかで、現年

度課税分は、平成２８年度の収入見込みに対しては０.８％の減収を見込んだ、

とのことであります。 

次に、固定資産税は、２７億７,２９０万円の計上で、前年度比９，５７０  

万円の増となっている。依然として地価の下落が続いているものの、企業の設

備投資動向や昨年オープンした大型商業施設による増収などを見込むなかで、

平成２８年度の収入見込みに対して１．６％の増収を見込んだ、とのことで  

ありました。 

次に、「地方交付税」について、地方交付税は、３７億７，８００万円の計上

で、前年度比４億３千万円の減となっている。平成２８年度の決算見込みのほ

か、増減となる特殊要因や地方財政計画などを勘案し、普通交付税、特別交付

税合わせて３７億９，８００万円の収入を見込み、その内２千万円を追加補正

財源として留保した、とのことであります。 

 

委員より、個人市民税、法人市民税、固定資産税の増額見込みについて、岡

谷市の実態と違う気がするが、どのように考えるのか、との質疑があり、個人

市民税については、生産年齢人口の減少を反映し、納税義務者数が減少してき

たが、平成２８年度において一転、納税義務者数が増加するとともに、給与所

得者全体の所得金額も上昇している。具体的な数字については、長野県で行っ

ている給与・賃金調査を参考にしており、その中で、１．５％程度の給与所得

の増を見込み、個人市民税の増を算定している。 

法人市民税については、不確定な要素があり、ある企業においては好転する

状況があっても、他の業種では、逆にマイナスの要因もあるので、総体として

捉えざるを得ない部分があるが、税務課で実施した市内企業８０社に向けたア

ンケート「来年度の業績の見込み調査」から、総体的には前年並みを見込める

だろうとの判断をした。特記事項として、大型商業施設の事業開始が、平成  

２８年度中であることから、平成２９年中に多くの事業所の法人市民税が入っ

てくる見込みであるが、予算の段階においては、商業施設であることを加味し、
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確実に見込める均等割りの部分について９００万円ほど算定した。 

固定資産税について、土地に関しては、国や県による地価調査や不動産関係

の結果から、年間約２％の下落が続いており、決算見込み比で１，９００万円

ほどの減としている。家屋及び償却資産については、大型商業施設の新築によ

り、増収を見込んでいる、とのことであります。 

また委員より、地方交付税の十分な確保ができず、来年度は非常に厳しい予

算編成であると感じるが、どのように見ているか、との質疑があり、地方の一

般財源については、国の地方財政計画により、国で調整されているのが実態で

あり、税が増えれば交付税総額も下がる仕組みである。ここ数年の地方財政計

画を見ると、国では地方一般財源総額を確保しているというが、中身は地方税

が増えている現状を踏まえて地方財政計画ができている。東京都のような税収

が大きく上がっているところも含めて計画されており、それらを踏まえ交付税

総額が決まるので、結果、交付税総額が削減され、その影響が出ている。市長

会をはじめ、地方６団体も同じく、毎年地方財政についての要望を国へ上げて

おり、今後も引き続き要望していく、とのことでありました。 

 

次に、「基金繰入金」について、 

委員より、広くまちづくりに使える「ふるさとまちづくり基金」の充当先と

市民への活用方法の公表について質疑があり、基金の主な充当先は、商工業振

興補助金に８，９００万円、道水路の新設改良事業に１，２００万円ほどを充

当している。 

基金の活用方法については、これまで広く市民に対しては説明していない状

況であるが、ふるさと納税の拡充により、公表について真剣に考える時期にき

ていると思うので、今後、検討し対応してまいりたい、とのことでありました。 

 

次に討論について報告いたします。 

まず、新たな暮らしの便利帳の発行や、防災ガイドの更新、大学等進学資金

への利子補給の継続など、市民にとって大切な事業や経費が盛り込まれている

一方、半数以上が非常勤職員である現状や、待遇改善も見られず、問題である。 

また、マイナンバー制度による情報漏えいの危険性や、長野県地方税滞納整

理機構への職員派遣など、納税者の実情を無視した強権的な取立てになる恐れ

があるほか、公共施設等管理計画推進事業についても安易な統廃合に繋がりか

ねない。よって、本議案に反対するとの意見がありました。 

一方、第４次岡谷市総合計画後期基本計画の４年目となり、次の時代へ繋ぐ



 11 

ための、総決算の年であり、今までに培った資源・資産を有効活用し、市民サ

ービス向上を図ったマンパワー事業や、目標の下降修正となった継続事業につ

いても、職員の創意工夫により、利用価値や効果成果の最大化を目指す努力を

重ね、達成することを期待し、本議案に賛成する、との意見がありました。 

 

以上、審査の結果、議案第１８号中、総務委員会に審査付託された部分につ

きましては、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 

次に、議案第２５号「平成２９年度 岡谷市湊財産区一般会計予算」について

は、審査の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 

 報告は、以上であります。 


